
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令 和 元 年 度 事 業 報 告 書

盤立主菫型置」圭△ラ∠2左≧ 1二上上堕≧

1 事業の成果

令和元年度はこれまでの活動内容を充実させつつ、新規事業も立ち上げた。

e2プロジェクトでは、対象を里子に本格的に拡大したほか、埼玉・千葉県などの施設・里親からの参

加が増えた。また、初めて首都圏の外へ足を運び、高知県の社会的養護関係者のご協力のもと、県内の

児童養護施設の高校生など12名 にパソコンとパソコン講習会を開催することができた。職業体験「ジョ

ブリハ」は「プログラミング、デザイン」と「ホテル」の 2系列を初めて同時進行した。

企業内セミナーを従来通り実施したほか、企業イベントのプースやセミナーで e2プ ロジェクトを紹介

したり、第二東京弁護士会の研修講師を務めたりした。

新規の事業としては、社会的養護出身者を対象にした居場所事業を開始し、月に 1度開催した。また、

企業の協力の下で初めて東京の児童養護施設を対象に公募助成を行い、採択 した事業をウェプメディア

「社会で子育て ドットコム」で記事として掲載した。

3月 は新型コロナウィルス感染症の拡大の影響により、活動の大半を休上した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【7563】 千円)

疋歌に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

社会的養護の
児童及び措置

管管豆隻嚢事
業

【e2プ ロジェクト】対象
となる子どもに 2日 間の
パソコン講習とパソコン 1

台を提供 (11回 )。 高知市
に出張して開催 (1回 )。

希望者には資格取得等の
ための発展編講習も用意。

原貝」とし
て毎月 1

回

ロッカー
ズ 。ルー
ム (渋谷)

など

の べ 60
人

社会的養
護下の高
校生と出
身者

53ノ、 3943=F円

【ジョプリハ プログラミ
ング、デザインの仕事】プ
ログラミングやデザイン
に関するスキル トレーニ
ング、職業体験実習を実
施。

毎月 1回 ロッカー

ズ 。ルー
ム (渋谷 )

8人 社会的養
護下の高
校生と出
身者

8人 1026千円

【ジョプリハ ホテルの仕
事】ホテルの仕事に関する
スキル トレーニング、職業
体験実習を実施。

4月 、 6

月、7月 、
8月 、12

月、2月
に各 1回

パ ー ク
ハイアッ
ト東京

1人 社会的養
護下の高
校生

2人 70千円

【ロッカーズ・ルーム】社
会的養護の出身者を対象
に、ロッカーズ・ルームで
半日間自由に過ごせる日
を設定し、食事も提供。
様々な相談に乗る。

毎月 1回 ロッカー

ズ 。ルー
ム (渋谷 )

の べ 53
人

社会的養
護の出身
者

の べ 64
人

971千円



パー ソナル コ

ンピュータ及
び情報機器 の

再資源化事業

【e2プロジェクト】企業
等の退蔵パソコン類を回
収・ リユースする。リユー
スによる寄付収入は他の
事業に充てる。8社で実施
した。6月 の企業イベント
にて取り組みを紹介した。

随時 希望のあ
った企業
の社屋等

2人 他の各事
業の受益
者

他の各事
業の受益
者

223千円

児童福祉の浸
透 と啓発を図
る事業

【社会で子育て ドットコ
ム】ウェプサイ トを通じて
社会的養護の浸透。啓発を
行う。東京の児童養護施設
庫〕けに 「G(ЮDS for C(ЮD

助成 2019」 を企画 。実施
し、3施設に寄付を行った。

随時 (常

設 ウェブ

サイ ト)

https・ //
shakaide
kosodat
e.com

2人 不特定多
数

不特定多
数

1206千 円

【企業内セミナー】企業に
赴いて社会的養護に関す
る普及啓発を行 う。 うち 1

回は第二東京弁護士会子
どもの権利に関す る委員
会の研修 として実施。

5月 、 9

月、12月

に 1回ず
つ́

希望のあ
った企業
の社屋

2人 実施企業
の社員等

約 45人 90千円

チャリティーコンサー ト
にて、フレンドホーム制度
を紹介。

8月 4日 赤坂 3人 来場者 約 25人 9千円

その他 この法
人の 目的 を達
成す るために
必要な事業

法律 と退所者支援に関す
る勉強会を開催し、法律と
福祉の両面から退所者支
援の理解を深める。

5月 23日 ロッカー

ズ・ルー

ム (渋谷 )

2名 弁護士、
児童養護
施設施設
職員

6名 25千円

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 0 】千円)

載記
た
名

に
れ
業

訳
さ
事

定
事業内容 日時 場所

従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 13号 (法第28条関係)

令和元年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が上い場合)

特 定 利 法人ライツ ン・テルドレン

正会員受取会費
贅助会員受取会費

185,000
0

106.Om

受取寄附金
施設等受入評価益

2
9,501,032

0

■531:132

受取補助金

事業収益

4

受取利息
雑収益

61

65,80く)

65,“ 1

9.771.1

饉

618,948
0

010.948

寄贈
業務委託費
地代家賃
水道光熱費
交際費
会議費
旅費交通費
消耗蹟
通信運搬費
支払手数料
広告宣伝費
保険料
印刷製本費
租税公課
研修費
支払寄付金

役員報酬
福利厚生費

543,900
1,412,180
1,647,0∞

73,107
80,536

675,379
493.310

1.503,570
108,474
52,092
116,970

4.200
5,700

21.800
12.000
44,047
150,600

|:044「 8腱

■ 503.0:●

業務委託費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
地代家賃
支払手数料
新聞図書費
雑費

給料手当
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和元年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ライツオン・テル ドレン

単位 :円 :

金

敷金
社会的養護の子どもの自立支援基金 特定資産

2
1

2

3

現金預金
寄贈用資産

未収入金

仮払金

4,730,823
171,600
621,770
10,000

5.534.198

346,000
3,001,016

3_347.016

【A】 資 産 合 計 ①+② 8.381.209

1,222,428
58,905

1.231.333

2

未払金

預 り金

ｎ

ｖ

1,20■」り

6,923,209
B―

正

正 676,667

3.881.209【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】
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1

16 28

令和元年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ライツオン・テルドレン

重要な会計方針
計算書類の作成は、財務諸表の作成は、HЮ法人会計基準 ("10年7月

"日
 2017年 12月 12日 最終改正 Hり法人

会計基準協議会)に よっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2)固定資産の減価償却の方法

(3)引 当金の計上基準

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2.事 業別損益の状況

科 目 事業部門計 管理部門 合計

０

０

０

.01

う
０ 3799541

1踊領期

11510781

01

01

61'

185剛 |

83799541

0

0
61
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０

0
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96176
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299131
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4W
57oiJ

21800
1ru00
44047

r53516
66649
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“
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1412183
1647000

731071

80536
675379
493310
1503570
1084741

520921

116970
412(HD

57(〕 0

218∞
12関Ю

44047
150600

0
6944868
7563816 匿圧亜コ

316138 ―(IX)332 676667

I 経常収益
1.年会費
2_受取寄附金
3_受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益
経常収益計

Ⅱ ‐経常費用
(1)人件費

給料手当

役員報酬

福利厚生費
人件費計

(2)その他経費
寄贈

業務委託費
地代家賃
水道光熱費
交際費
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
支払手数料
広告宣伝費
保険科
印刷製本費
租税公課
研修費
支払寄付金

新聞図書費
雑費
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額

■EE回回■理褻塵困



算定方法内容 金額

4

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳

使途等が制約された寄附全等の内訳
使途等が制約 された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。

当法人の正味財産は   円ですが、そのうち   円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

5.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者 との取引の内容

役員及びその近親者 との取引は以下の通 りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項

事業費と管理費の按分方法
地代家賃は使用日数に基づいて按分。

7

8

内容 鶏首残高 当期増加額 当期減少額 偏 考

０

〉 0() 0合計

期末繰簿伍額科 目 取得 減少 邦末取得価損 減価償却累計機

2,ぶ)1,(κЮ

346,αЮ

800,016

０

）

0

ｎ

〉

&(X)1,016

346.(XЮ

0

＾
υ

3,001,010

346,ⅨЮ

2(47,(ЮЮ 8(Ю,016
＾
Ｕ 3,347,016 ハ

υ 3,347,016

有形日定資産

無形固定資産

i投資その他の資産

1 社会的養譲の子ども
の

自立支援基金

敷金
ノヽ ヨ↓

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

0 0 ｎ

）

０

¨合計

科 目

1計算書類に

計上された
金額

内、役員 と
の取引

内、近規者
及び支配法
人との取引

ｎ

）

0

(活動計算書)

活動計算書計

(貸借対熙表)

貸借対照表計

その他の事業に係る資産の状況

|

日覇ラ酵藤司

1期首薫再而回

|



書式第 17号 (法第28条関係)

令和元年度 財産目録

事 業 報 告 用

人ライツオン・テルドレン

単位 :円

165,472
4,565,351

171,600

6(,5,625

16,145

寄贈用資産
e2プ ロジエクトバンコン講習会 寄贈用資産

未収金

ァプラィラ象ィ寡護塁
ン回収未収金

現金預金
ヨ金
三菱岬J銀行

仮払金
スタッフ (過払い立替金) 10,000

・・・(D 5.5“=11
度量菫

(1)●移口
=贅

童

(2'黛鬱口菫責燿

346.000

3,34?.016

特定資産
~~~~~          ~~~

社会的養護の子どもの自立支援基金 特定贅産

(● )投資その機0責庄
敷金

渋谷区事業所

3,001,016

【́

日 書 合 計  ・・ ・ の 3.34

8,881.209【A】 責 産 合 計 ①+②

571,217
361,458
280,295

8,730
728

1,281.3“

フ

フ

フ

フ

フ

立替金)

立替金)

立替金)

立替金)

立替金)

預 り金
源泉徴収税

ツ

ツ

ツ

ツ

タ

タ

タ

タ

ス

ス

ス

ス

未払金
スタッ

58.905
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１
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１
１
１

１
１
■ 1.201.333|■薇合計 ・・・③

理■債

I:

2

1口合針  ・・・0
1.281,333【B-1】 負 債 合 計 ③+④

7.599,076【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【日-11
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書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和元年度年間役員名簿 ("事案年度において,■であったことがある全員の氏名及び佳籠又は居所並
びにこれらの者についての口事業年度における0日の有

"を
“

●した名簿)

特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れて ください。)

●以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)

口各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)氏   名

1
監事

タテガ ミ 平成3哺■月1日

令和2年 3月 31日

平成31年4月 1日

令和2年 3月 31日立神 由美子

2 監 事

オオサカ タイチ 平成31年 4月 1日

令和2年 3月 31日

年  月 日

日年  月大坂 太一

3 監 事

イタミ ケイ 平成31年 4月 1日

令和2年 3月 31日

年  月  日

年   月   日伊丹 桂

4 理

ノグチ イツタケ 平成31年 4月 1日

令和2年 3月 31日

年   月  日

年 月 日野 口 五丈

5 理事・監事

年 月

月

日

日年

41  月   日

年 月 日

6 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年  月 日

日年 月

7 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

8 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年  月 日

日年  月

9 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年:   月   日

年   月   日

10 理事・監事

年 月

月

日

日年

年  月  日

年   月   日

理事

理事

理事



書式第4号 (法第 10条・第28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 レ

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 立神 由美子

2 大坂 太一

3 伊丹 桂

4 野 口 五丈

5 石井 宏茂

6 新武 久美子

7 原田 真由子

8 浜田 裕加子

9 石田 岡1

10 樽見 薫

11 田原 真理

12


